
（別紙様式例４）

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用

公表日：　　2025年　　2月　　15日 事業所名： めいめい

事業所職員及び保護者の方の御意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。
評価を踏まえて、事業所の運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に活かしていきます。

区分 チェック項目
事業所の現状評価 保護者の方の評価

評価を踏まえた
改善内容・改善目標はい

どちら
ともい
えない

いい
え 工夫した点、改善点 はい

どちら
ともい
えない

いい
え

わか
らない 保護者の方のご意見

環
境
・
体
制
整
備

1 利用定員に応じた指導訓練室等スペー
スの十分な確保 ◯

定員に対して十分な活動スペースを確保し、
静かな活動と体を動かす活動でエリアを分け
るなどの工夫をしています。

10 4 0 0
室内だけだと少し手狭な気がしま
すが、事業所の前の敷地でも活
動できるので有難いです。

今後も児童の人数やその日の活動内容に合
わせて、パーテーション等を活用しながら、安
全で活動しやすいレイアウトづくりに努めま
す。

2 職員の適切な配置 ◯
国や自治体の基準を満たす人員配置を行
い、有資格者や経験豊富なスタッフを適切に
配置して手厚い支援体制をとっています。

11 1 0 2
引き続き職員同士の連携や情報共有を密に
行い、子ども一人ひとりにしっかりと目が行き
届く体制を維持・強化していきます。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー
化、情報伝達等に配慮した環境など障
がいの特性に応じた設備整備

◯
絵カードや視覚的なスケジュール表を取り入
れ、子どもたちが見通しを持って安心して活
動できる環境（構造化）を整えています。

10 2 0 2
児童の成長や特性の変化に合わせて、より
分かりやすい掲示物の作成や、気持ちを落ち
着かせるクールダウンスペースの充実を図り
ます。

4 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活
動に合わせた生活空間の確保 ◯

毎日の清掃・換気、おもちゃや遊具の消毒作
業を徹底し、感染症予防と清潔な環境づくり
に努めています。

14 0 0 0
「いつも通所を楽しみにしてい
ます」「お弁当を注文できるの
が有難いです」

今後も衛生管理手順に沿った対応をスタッフ
全員で徹底し、子どもたちが毎日リラックスし
て心地よく過ごせる空間を維持します。

業
務
改
善

1
業務改善を進めるためのPDCAサイクル
（目標設定と振り返り）への職員の積極
的な参画

◯
毎日の終礼や定期的な職員会議において、
その日の支援内容の振り返りやヒヤリハット
の共有を行い、日々の業務改善に努めてい
ます。

今後は支援目標に対する定期的な評価の精
度を高め、より具体的な改善策をチーム全体
で実行できる体制を強化します。

2 第三者による外部評価を活用した業務
改善の実施 ◯

保護者アンケートの実施や、相談支援専門員
等の関係機関からのご意見を真摯に受け止
め、客観的な視点を取り入れた事業所運営
に努めています。

今後も定期的に外部からの評価や意見を収
集する機会を設け、より透明性が高く、質の
高いサービス提供に向けた業務改善を継続
します。

3 職員の資質の向上を行うための研修機
会の確保 ◯

関係機関が主催する外部研修の案内を積極
的に共有して受講を奨励するとともに、受講
後は職員会議等で内容をフィードバックして
います。

今後は事業所内での定期的な勉強会（障が
い特性の理解、支援技術の向上など）をさら
に充実させ、スタッフ全体の専門性を高めて
いきます。

適
切
な
支
援
の
提
供

1 適切に支援プログラムが作成、公表され
ているか ◯

当事業所の特色や支援方針に基づいた具体
的な活動プログラムを作成し、パンフレットや
重要事項説明等を通じて保護者様へ分かり
やすくお伝えしています。

13 0 0 1
子どもたちの実態や保護者のニーズの変化
に合わせてプログラム内容を定期的に見直
し、より魅力的な支援内容へとアップデートと
周知を図ります。

2

アセスメントを適切に行い、子どもと保護
者のニーズや課題を客観的に分析した
上での児童発達支援計画又は放課後等
デイサービス計画の作成

◯
定期的な面談や日々の行動観察を通じて丁
寧なアセスメントを行い、保護者様とご本人の
ニーズを的確に捉えた個別支援計画を作成
しています。

14 0 0 0
アセスメントの精度をさらに高めるため、ご家
庭や学校での様子もより深くヒアリングし、多
角的な視点から実態に即した計画作成に努
めます。

3

児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画における子どもの支援に
必要な項目の設定及び具体的な支援内
容の記載

◯
計画書には、長期・短期の目標だけでなく、そ
れを達成するために事業所で「どのような活
動や声かけを行うか」という具体的な支援内
容を明確に記載しています。

職員間で支援内容のばらつきが生じないよ
う、誰が見ても分かりやすく、さらに具体的で
実践的な内容（スモールステップの設定など）
の記載を心がけます。

4
子どもの状況に応じて、個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援
又は放課後等デイサービス計画の作成

◯
子どもの発達段階や当日の様子を丁寧に観
察し、集中して取り組む個別課題と、コミュニ
ケーション能力を育む集団遊びをバランスよく
計画に組み込んでいます。

今後も一人ひとりの特性に応じた個別支援を
充実させつつ、小集団での成功体験や協調
性を育めるような活動のバリエーションを増
やしていきます。

適
切
な
支
援
の
提
供
（
続
き
）

5
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画に沿った適切な支援の実
施

◯
個別支援計画の内容を全職員でしっかりと共
有し、日々の支援記録と照らし合わせなが
ら、目標達成に向けた一貫性のある支援を実
施しています。

13 0 0 1

定員に対して十分な活動支援の意図やアプローチ
方法について職員間での共通理解をさらに深め、
誰が担当しても質の高い、計画に沿った療育を提
供できるよう努めます。スペースを確保し、静かな
活動と体を動かす活動でエリアを分けるなどの工
夫をしています。

6 チーム全体での活動プログラムの立案 ◯
一部の担当者だけでなく、定期的なミーティン
グ等の場で様々な職種・経験を持つ職員が
意見を出し合い、チーム全体でプログラムを
企画・立案しています。

今後もそれぞれの職員の特技や専門知識を
活かしたアイデアを積極的に取り入れ、多角
的な視点からより効果的なプログラム作りに
チームで取り組みます。

7 活動プログラムが固定化しないような工
夫の実施

◯
季節の行事や屋外への外出、新しい工作や
運動遊びなどを定期的に取り入れ、子どもた
ちが飽きずに楽しみながら参加できるよう工
夫しています。

子どもたちの興味・関心の変化を日々把握
し、新しい教材や地域の資源も活用しなが
ら、常に新鮮な刺激と学びを得られる活動を
提供し続けます。

8 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細や
かな支援

◯
平日は学校後のリフレッシュや学習サポー
ト、休日・長期休暇はまとまった時間を活かし
た外出体験やダイナミックな創作活動など、
生活リズムに合わせた支援を行っています。

14 0 0 0
特に長期休暇中においては、普段の活動で
はできない社会見学やクッキングなどの特別
な体験活動をさらに充実させ、子どもたちの
豊かな経験をサポートします。

9
支援開始前における職員間でその日の
支援内容や役割分担についての確認の
徹底

◯
毎日の朝礼や支援前や前日のミーティング、
において、当日の利用児童の状況、活動プロ
グラムの内容、各スタッフの役割分担を全員
で漏れなく確認しています。

急な変更やイレギュラーな事態にも柔軟かつ
安全に対応できるよう、事前の情報共有の質
をさらに高め、スタッフ間の連携をより強固に
していきます。

10
支援終了後における職員間でその日行
われた支援の振り返りと気付いた点など
の情報の共有化

◯
送迎後や終礼の時間を活用し、その日の支
援で気づいた点やヒヤリハット、子どもたちの
小さな成長などをスタッフ間でその日のうちに
共有し合っています。

日々の振り返りで出た意見や反省点を、翌日
以降の活動プログラムや個別支援にスピー
ディーに反映させ、療育の質を継続的に向上
させる仕組みを強化します。

11 日々の支援に関しての正確な記録の徹
底や、支援の検証・改善の継続実施

◯
日々の支援記録は、主観に偏らず客観的な
事実に基づいて当日中に正確に作成し、管
理者が内容を確認することで支援の検証を
行っています。

より子どもたちの変化や支援の成果が明確
に伝わる記録の書き方を職員間で共有し、記
録に基づいた効果的な支援の改善（PDCA）を
徹底します。



適
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続
き
）

12
定期的なモニタリングの実施及び児童
発達支援計画又は放課後等デイサービ
ス計画の見直し

◯
定められた期間ごとに保護者様との面談等を
通じてモニタリングを実施し、計画の進捗状
況を確認した上で、必要に応じて目標や支援
内容を見直しています。

ご家庭や学校での小さな変化もより細やかに
ヒアリングし、子どもたちの「今」の成長段階
や課題に即した、タイムリーで適切な計画の
更新に努めます。

関
係
機
関
と
の
連
携

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい
者による障害児相談支援事業所のサー
ビス担当者会議への参画

◯
相談支援専門員が主催する担当者会議に
は、日頃からお子様と直接関わり、状況を最
もよく把握している児童発達支援管理責任者
や担当職員が積極的に参加しています。

今後も関係機関との情報交換を密に行い、会
議で得られた新たな方針や配慮事項を事業
所内の全スタッフへ確実におろし、一貫した
支援体制の構築を図ります。

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関と連携した支援の実施

該当なし 該当なし

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡
体制の整備

該当なし 該当なし

4

児童発達支援事業所及び放課後等デイ
サービス事業所からの円滑な移行支援の
ため、保育所や認定こども園、幼稚園、小
学校、特別支援学校（小学部）等との間での
支援内容等の十分な情報共有

◯
就学や進学などの移行期には、ご家族の同
意を得た上で、進学先の学校や園へ支援計
画や日頃の様子をまとめた情報提供を行い、
スムーズな環境移行をサポートしています。

今後も新しい環境での子どもの不安が軽減さ
れるよう、書面での情報提供だけでなく、必要
に応じて移行先の先生方との直接的な情報
交換を積極的に行います。

5
他の障害福祉サービス事業所等への円
滑な移行支援のため、それまでの支援
内容等についての十分な情報提供

◯
児童が他の事業所へ移行（卒業）する際や併
用利用する場合には、これまでの支援目標
や特性、効果的だった声かけなどの情報を丁
寧に引き継いでいます。

引き継ぎの際、より客観的で具体的なアセス
メント情報を提供できるよう、日々の記録の精
度を高め、一貫した支援が継続されるよう努
めます。

6
児童発達支援センターや発達障害者支
援センター等の専門機関と連携や、専
門機関での研修の受講の促進

◯
より専門的な助言が必要なケースについて
は、発達障害者支援センターなどの専門機関
に相談し、助言された内容を日々の療育アプ
ローチに反映させています。

専門機関が主催する研修会等へスタッフが
定期的に参加できる環境を整え、事業所全体
の専門的知識やアセスメント技術の底上げを
図ります。

7

児童発達支援の場合の保育所や認定こど
も園、幼稚園等との交流や、放課後等デイ
サービスの場合の放課後児童クラブや児童
館との交流など、障がいのない子どもと活
動する機会の提供

◯
近隣の公園での活動や地域のイベントへの
参加などを通じて、同年代の障がいのない子
どもたちや地域の方々と自然に触れ合い、社
会性を学ぶ機会を設けています。

今後も子どもたちの地域社会への参加を促
すため、地域の児童館や保育施設などとの
合同活動や交流の機会をさらに増やせるよう
働きかけていきます。

8 事業所の行事への地域住民の招待など
地域に開かれた事業の運営

◯
日々の活動の様子をSNS等で積極的に発信
するとともに、散歩や外出時には近隣の方々
と気持ちよく挨拶を交わし、地域に根ざした運
営に努めています。

今後もさらに地域住民との関係性を深められ
るよう努めます。

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
・
連
携
支
援

1 支援の内容、利用者負担等についての
丁寧な説明

◯
ご利用開始前の契約時において、重要事項
説明書に基づき、サービス内容やご利用料
金（利用者負担額）について時間をかけ、保
護者様へ丁寧に説明しています。

福祉制度の変更や料金体系の改定等があっ
た際にも、書面の配布だけでなく、送迎時や
面談時に口頭でも速やかに、かつ分かりやす
くお伝えする体制を徹底します。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイ
サービス計画を示しながらの支援内容
の丁寧な説明

◯
個別支援計画の作成・更新時には必ず保護
者様と面談を実施し、計画書を一緒に確認し
ながら、半年間の具体的な支援目標やアプ
ローチ方法をわかりやすく説明しています。

説明の際は専門用語をできるだけ避け、ご家
庭でも実践しやすい具体的な支援のポイント
をお伝えするなど、保護者様がより納得し安
心できる説明を心がけます。

3
保護者の対応力の向上を図る観点か
ら、保護者に対するペアレント･トレーニ
ング等の支援の実施

◯
日々の送迎時や定期的な面談において、保
護者様からの相談に丁寧に応じ、ご家庭での
声かけの工夫や関わり方について具体的な
アドバイスを行っています。

今後は、障がい特性の理解や子育ての工夫
に関する保護者様向けのや情報提供の機会
を企画し、より体系的なサポート体制を構築し
ます。

4 子どもの発達の状況や課題について、
日頃から保護者との共通理解の徹底

◯
送迎時のコミュニケーションや連絡帳を通じ
て、その日の様子や「できたこと」、現在の課
題などを細やかに共有し、保護者様と同じ目
線で成長を見守る体制を作っています。

14 0 0 0
今後はさらに、言葉だけでは伝わりにくい具
体的な活動の様子を、より視覚的にわかりや
すく共有するなど、ご家庭との連携を一層深
める工夫を取り入れます。

5
保護者からの子育ての悩み等に対する
相談への適切な対応と必要な助言の実
施

◯
日常的なお声かけに加え、定期的な面談の
機会を設け、ご家庭での困りごとや将来への
不安などを丁寧に傾聴し、事業所としての専
門的な視点から助言を行っています。

14 0 0 0

保護者様が一人で悩みを抱え込まないよう、
いつでも気軽に相談できるようなオープンな
雰囲気づくりを徹底するとともに、必要に応じ
て専門機関への橋渡しもスムーズに行える体
制を強化します。

6 父母の会の活動の支援や、保護者会の
開催による保護者同士の連携支援

◯

現在は一堂に会する保護者会等の定期開催
は行っておりませんが、保護者様が子育てで
孤立感を感じないよう、日々の送迎時や個別
面談においてスタッフが丁寧にお話を伺い、
個別での手厚いサポートに努めています。

2 6 3 3

今後はアンケートや日々の対話を通じて保護
者様同士の交流に対するニーズを把握し、ご
要望が多く寄せられた場合には、気軽に参加
できる情報交換の場づくりについて前向きに
検討してまいります。

7

子どもや保護者からの苦情に対する対
応体制整備や、子どもや保護者に周知
及び苦情があった場合の迅速かつ適切
な対応

◯
契約時に苦情解決窓口の連絡先や対応フ
ローについて重要事項説明書を用いて分か
りやすくお伝えし、些細なことでも意見を言い
やすい環境を整えています。

寄せられたご意見やご不満に対しては迅速
かつ誠実に対応し、スタッフ間で共有・原因分
析を行うことで、事業所全体のサービス向上
へ確実につなげる仕組みを徹底します。

8 障がいのある子どもや保護者との意思
の疎通や情報伝達のための配慮

◯
お子様の特性に合わせて絵カードやジェス
チャー等を活用し、保護者様へのご連絡の際
にも、口頭だけでなく書面や連絡アプリ等を
併用して確実に伝わるよう配慮しています。

一人ひとりのコミュニケーションの取りやすさ
（意思表出の方法）を的確に把握し、個々に
合った最適な情報伝達ツールを継続的に検
討・導入していきます。
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9
定期的な会報等の発行、活動概要や行
事予定、連絡体制等の情報についての
子どもや保護者への発信

◯
活動予定表を発行し、事業所での様子や今
後の行事予定、連絡事項などを保護者様へ
定期的かつ分かりやすくお伝えしています。

今後は紙面での配布だけでなく、連絡アプリ
等も適宜活用しながら、よりタイムリーで保護
者様が手軽に確認できる情報発信の仕組み
を検討・充実させます。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応 ◯
個人情報保護方針を定め、契約時に保護者
様へ丁寧に説明して同意を得るとともに、書
類の施錠管理やデータへのアクセス制限を
徹底しています。

職員の入職時や定期的な研修において個人
情報保護の重要性を繰り返し確認し、情報漏
洩リスクを常に意識した厳格な管理体制を維
持し続けます。

非
常
時
等
の
対
応

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアルの策定と、職
員や保護者への周知徹底

◯
各種マニュアルを策定し事業所内に備え付け
るとともに、契約時等に保護者様へ周知し、
職員間でも定期的な読み合わせを実施して
います。

6 2 1 5
社会情勢の変化や地域のハザードマップの
更新等に合わせてマニュアルを随時見直し、
より実践的で事業所の実態に即した内容へと
アップデートを図ります。

2 非常災害の発生に備えた、定期的に避
難、救出その他必要な訓練の実施

◯
火災や地震、不審者侵入などを想定した避難
・防犯訓練を定期的に実施し、子どもたちと一
緒に安全な避難経路や身の守り方を確認し
ています。

7 1 1 5
訓練後には必ずスタッフ間で振り返りを行い、
浮かび上がった課題や反省点を次回の訓練
やマニュアル改訂に活かすことで、いざという
時の実効性を高めます。

3 服薬や予防接種、てんかん発作等の子
どもの状況の確認の実施

◯
利用開始時のヒアリングや毎日の連絡帳、送
迎時の会話を通じて、お子様の健康状態、服
薬状況、発作の有無などを細やかに把握し、
全職員で即座に共有しています。

ご家庭や必要に応じて医療機関との連携をさ
らに密にし、体調の急変時にも慌てず適切に
初期対応ができるよう、職員向けの知識共有
を定期的に行います。

4 食物アレルギーのある子どもに対する
医師の指示書に基づく適切な対応

◯
おやつの提供や調理活動の際は、事前に保
護者様からのヒアリングや医師の指示書を確
認し、専用の食器や別メニューの用意など誤
食防止のチェック体制を徹底しています。

今後もアレルギー情報の最新化を定期的に
行い、万が一のアナフィラキシー発生時に備
えた緊急時対応（エピペンの使用等）の職員
研修を継続的に実施します。

5 安全管理の徹底 ◯
安全計画を策定し、屋内外での活動において
事前の危険箇所確認を行うとともに、職員間
の連携による見守り体制を敷き、事故の未然
防止に努めています。

職員一人ひとりの安全に対する意識をさらに
高めるため、定期的に事業所内外の安全点
検を実施し、環境改善を継続します。

6
家族等との連携を図るため、安全計画
に基づく取組内容についての家族等へ
周知

◯
策定した安全計画や防犯・防災への取り組み
について、お便りや面談等の機会を通じて保
護者様へ分かりやすく説明し、事業所の安全
対策へのご理解とご協力を得ています。

計画の更新や安全に関する新たな取り組み
を始めた際には、連絡アプリ等を活用してよ
り速やかに情報発信を行い、保護者様と共に
子どもたちの安全を守る体制を強化します。

7 ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内
での共有の徹底

◯
些細なヒヤリハットも報告しやすい風土づくり
に努め、発生した事例はその日のうちに職員
間で共有・原因分析し、具体的な再発防止策
を立てています。

蓄積した事例をまとめた「ヒヤリハット事例集」
を定期的に見直し、日々の支援の振り返りや
新人研修等でも活用することで、事業所全体
の危機管理能力をさらに向上させます。

8 虐待を防止するための職員研修機会の
確保等の適切な対応

◯
虐待防止責任者を配置し、定期的な事業所
内研修や会議を通じて虐待防止マニュアル
の読み合わせを行い、不適切なケアが起きな
いよう職員の意識づけを徹底しています。

研修内容をさらに実践的なものへとブラッシュ
アップし、日常の支援や言葉かけを常に客観
的に振り返ることができる、風通しの良い職
場環境を維持・向上させます。

9

やむを得ず身体拘束を行う場合におけ
る組織的な決定と、子どもや保護者に事
前に十分に説明・了解を得た上での児
童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画への記載

◯

原則として身体拘束を行わない支援を心が
け、自傷・他害等でやむを得ない事態が生じ
る可能性がある場合は、組織的に慎重に検
討し、保護者様へ事前に説明と同意を得て計
画に記載しています。

身体拘束を必要としない支援方法（環境調整
や代替行動の学習など）をチーム全体でさら
に深く探求し、子どもたちの権利擁護とより良
い支援を追求し続けます。


